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１． 補助金制度 

（１）国庫補助金 

まちづくりに関する国庫補助金については、

「参考 まちづくりに関する補助金」（P222～）

で紹介しています。 

 

２． 多様な産業の受け皿づくり支援制度 

（１）基本方針の策定について 

 経済活動の基盤となる広域的な幹線道路ネ

ットワークの充実・強化が進み、企業の本県へ

の立地ニーズが堅調に推移する一方で、県内の  

企業誘致の受け皿となる産業用地のストック

が減少傾向にあり、新たな産業用地の確保が課 

題となっています。 

 インターチェンジ周辺地域や成田空港周辺

地域等において、市町村と連携し多様な産業や

施設の誘致のための受け皿づくりを進め、本県

の発展と地域の振興に寄与することを目的と

して、千葉県は令和２年９月に『高速道路イン 

 

ターチェンジ等を生かした多様な産業の受け

皿づくりを進めるための計画的な土地利用の

促進に係る基本方針』を策定・公表しました。 

（２） 基本的な進め方 

基本方針において多様な産業の受け皿づく

りは、市町村と県が連携・協力し、①産業立地

促進地区候補地の抽出、事業化の可能性の検証、

②産業立地促進地区の選定、開発計画の策定、

③産業立地促進地区の指定、開発計画の公表、

④開発計画の事業化の４つのステージにより

段階的に進めるものとしています。 

（３） 県による市町村支援 

県は、「ワンストップ相談窓口」、「受け皿づく

り支援チーム」、「県庁内調整会議」を設置し「産

業立地促進地区」の選定や事業化の可能性の検

証等、市町村が行う開発計画策定の取り組みに

対して各段階に応じて、市町村の取り組みを支

援します。 
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３．地域未来投資促進法に基づく支援体系 

都道府県から「地域経済牽引事業計画」の承

認を受け、計画に従って事業を実施する場合、

様々な支援措置が受けられます。 

（１） 税制による支援措置 

ア 地域未来投資促進税制 

• 地域経済牽引事業に従って建物・機械

等の設備投資を行う場合、法人税等の優

遇を受けることができる。  

イ 固定資産税・不動産取得税の課税免除等 

• 各都道府県・市町村の条例により、土

地・建物等について、固定資産税・                

不動産取得税の課税免除等を受けられる

場合がある。  

（２） 金融による支援措置 

ア 日本政策金融公庫からの融資 

・地域経済牽引事業の実施に必要な 

資金について、固定金利での貸付けを受

けることができる。 

イ 日本政策金融公庫による海外展開支援 

・海外事業展開について、海外子会社へ

の直接貸付けや 信用状の発行を受ける

ことができる。 

ウ  その他 

・信用保証協会による債務保証 

・中小企業投資育成株式会社からの出資 

・食品等流通合理化促進機構による債務

保証・資金のあっせん 

（３） 規制の特例措置等 

ア 工場立地法における環境施設面積率・緑 

地面積率の緩和 

イ 農地転用許可等の手続きに関する配慮 

ウ 市街化調整区域の開発許可の手続きに関  

する配慮 

エ その他  

地域団体商標の登録に関する特例措置等 

（４） 予算による支援措置 

各種予算事業等による加点措置・優遇措置等 

４．企業立地優遇制度 

都道府県及び市町村では、地域経済の活性化

及び雇用の確保などを促進するため、立地する

企業等に対して、資金面の優遇制度を設けてい

ます。 

（１） 進出企業に対する融資(県) 

企業立地促進資金 

（２） 進出企業に対する税制優遇 

過疎地域及び半島振興地域において、 

① 国税に係る割増償却 

② 県税の優遇措置 

③ 市町村税の不均一課税 

の税制（優遇）措置を設けている。 

（３） 進出企業および市町村に対する助成 

（千葉県立地企業補助金） 

ア 建物に係る不動産取得税や賃借料等に対 

する助成（企業向け支援） 

＜種目＞ 

・大規模投資企業立地 

・本社立地 

・研究所立地 

・工場立地 

・がんばる市町村連携 

・賃借型企業立地 

・競争力強化(再投資支援) 

・マイレージ型(累積投資型) 

・雇用創出支援 

イ  調査費や整備費に対する助成（市町村向 

け支援） 

＜種目＞ 

・産業用地整備（可能性調査） 

・産業用地整備（公共インフラ整備） 

・空き公共施設整備 


